
』
導
誓
噛
蕊

松
平
家
江
戸
藩

邸
図
（
鍛
冶
橋
邸
）

（
五
五
×
七
一
一
一
難
）

江
戸
時
代
偽
、
松
雲
の
江
戸

藩
邸
は
鍛
冶
橋
門
内
・
浜
町
大
川
端

・
高
田
に
あ
り
、
鍛
冶
橋
邸
が
上
屋

敷
で
あ
っ
た
。

こ
の
絵
図
は
、
江
戸
時
代
篭
の

鍛
冶
橋
邸
図
で
あ
る
。
藩
邸
は
、
数

度
の
建
替
・
増
改
築
が
お
こ
な
わ
れ

て
い
る
が
、
主
に
出
火
・
類
焼
に
よ

る
も
の
で
あ
る
。

総
坪
数
九
一
五
○
坪
余
の
広
大
な

敷
地
に
、
公
・
私
の
部
屋
が
整
然
と

記
さ
れ
て
い
る
。
鍛
冶
橋
門
を
入
り

東
の
土
手
通
に
面
し
て
正
門
が
あ
り
、

門
を
入
る
と
公
的
な
璽
向
」
の

部
屋
が
並
び
、
こ
れ
に
続
い
て
「
御

表
門
次
向
」
の
間
、
そ
の
奥
（
西
側
）

に
表
向
と
仕
切
り
と
な
る
明
地
を
置

き
、
藩
主
の
私
的
な
耐
奥
向
」
の

間
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
続

い
て
南
側
に
、
明
地
と
群
に
よ
っ
て

一
区
画
と
し
た
藩
主
夫
人
の
「
禦

御
住
居
向
」
の
間
、
さ
ら
に
南
側
に

は
、
藩
主
の
子
息
と
そ
の
守
役
等
の

「
若
殿
様
御
奥
表
回
の
間
が
東
西

に
長
く
設
け
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
絵
図
で
は
、
北
側
に

藩
士
居
住
の
長
屋
蓑
が
建
立
し
て

い
る
が
、
略
さ
れ
て
い
る
。

（
神
尾
泰
ら
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美和山古墳群位置図
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美
和
山
古
墳
と
蛇
塚
考

美
和
山
妻
は
毒
奏
す
。

の
前
妻
塁
を
含
む
計
三
基
の
古
諾
市
二
宮
の
向
陽
拳
校
正
門

墳
よ
り
な
る
喜
群
で
、
鴇
五
二
か
●
泥
へ
進
む
と
、
う
つ
そ
ｉ
茂

年
墨
を
受
け
て
い
ま
寛
差
っ
た
山
蓋
り
抜
：
邑
へ
通
ず

努
美
の
菱
塁
で
あ
り
葱
る
道
と
墓
し
妻
嘉
震
こ

が
ら
、
沼
の
弥
生
住
憲
群
な
ど
と
の
ち
ょ
う
ど
中
間
あ
た
り
の
道
路
の

比
べ
、
一
鰐
に
は
麦
そ
の
雲
東
側
の
農
に
隠
し
ま
玄
碧
、

が
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
こ
雲
婁
は
器
公
園
と
し
て
環

／
、

郷土館 案 内

裏
に
、
一
つ
は
民
家
の
後
に
。
二
つ

と
も
蛇
塚
と
い
う
。
」
こ
の
二
つ
の
塚

と
は
現
在
の
二
号
墳
と
三
号
墳
と
考

え
て
ま
ず
間
違
い
な
い
も
の
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

『
作
州
富
川
物
語
』
さ
ら
に
、

『
作
州
富
川
物
語
』
に
も
蛇
塚
に
ま

つ
わ
る
記
事
が
み
ら
れ
ま
す
。
「
戸

川
宿
に
砂
田
の
庄
司
氏
勝
と
い
う
人

物
が
住
ん
で
い
た
。
庄
司
氏
勝
に
は

子
供
が
な
か
っ
た
。
あ
る
日
、
高
野

神
社
に
お
参
り
す
れ
ば
子
供
が
さ
ず

か
る
と
い
う
夢
を
み
た
。
さ
っ
そ
く

夫
婦
そ
ろ
っ
て
高
野
神
社
に
出
向
い

た
。
二
人
が
神
社
に
こ
も
っ
て
い
る

と
、
手
に
黄
金
の
亀
を
持
っ
た
人
が

あ
ら
わ
れ
て
、
そ
の
亀
を
奥
さ
ん
の

胸
に
入
れ
る
し
ぐ
さ
を
し
た
。
そ
こ

で
目
を
さ
ま
し
た
。
一
○
ヶ
月
後
、

境
整
備
事
業
継
続
中
で
あ
り
、
道
路

か
ら
説
明
板
、
標
柱
を
眺
め
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

美
和
山
古
墳
群
は
北
か
ら
順
に
一

号
墳
、
二
号
墳
、
三
号
墳
と
呼
ば
れ

て
い
ま
す
。
一
号
墳
は
全
長
八
三
メ

ー
ト
ル
、
後
円
部
の
径
五
○
メ
ー
ト

ル
、
同
高
さ
九
メ
ー
ト
ル
を
測
る
前

方
後
円
墳
で
す
○
二
号
墳
は
径
四
○

メ
ー
ト
ル
、
高
さ
七
メ
ー
ト
ル
を
測

る
二
段
築
成
の
円
墳
で
す
○
三
号
墳

は
径
四
○
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
五
メ
ー

ト
ル
を
測
る
円
墳
で
す
。

一
方
、
古
く
か
ら
一
号
墳
を
胴
塚
、

二
号
墳
を
蛇
塚
、
三
号
墳
を
耳
塚
と

い
う
呼
称
も
な
さ
れ
て
い
ま
す
○
二

号
墳
の
墳
頂
に
は
「
蛇
塚
」
碑
も
建

立
さ
れ
て
お
り
、
地
元
の
人
々
に
は

古
く
か
ら
の
胴
塚
、
蛇
塚
、
耳
塚
と

い
う
呼
称
の
方
が
親
し
み
や
す
い
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。

さ
て
、
古
墳
と
い
え
ば
人
間
を
埋

葬
し
た
お
墓
で
あ
る
の
に
、
い
か
な

る
理
由
で
蛇
塚
な
ど
と
い
う
名
称
が

用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し

ょ
う
か
。

「
作
陽
鯵
」
元
禄
二
年
編
纂
の

『
作
陽
誌
」
に
は
蛇
塚
に
ま
つ
わ
る

一
文
が
あ
り
ま
す
。
要
約
す
る
と
次

の
と
お
り
で
す
。
「
二
宮
村
の
宇
那

提
森
の
北
か
ら
神
楽
尾
山
麓
と
の
間

に
大
き
な
池
が
あ
り
、
絞
龍
（
う
ろ

こ
の
あ
る
り
ゅ
う
）
が
ひ
そ
み
か
く

れ
て
い
た
。
絞
龍
は
人
を
襲
っ
た
り

高
野
神
社
の
馬
額
を
な
め
た
り
す
る

の
で
、
村
の
長
老
が
つ
い
に
絞
龍
を

退
治
し
、
そ
の
骨
を
埋
め
て
、
二
つ

の
塚
を
作
っ
た
。
一
つ
は
龍
津
寺
の

美和山古墳群地形測厨図
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女
の
子
が
誕
生
し
た
。
亀
千
代
と
名

命
し
た
。
大
変
美
し
い
子
で
、
七
才

で
あ
る
の
に
一
三
・
四
才
に
み
え
る

ほ
ど
の
美
し
さ
で
あ
っ
た
。

あ
る
日
、
亀
千
代
姫
が
女
中
を
つ

れ
て
高
野
神
社
に
お
参
り
に
行
っ
た
。

そ
こ
で
偶
然
、
山
北
の
鵜
田
勘
治
光

行
が
花
見
に
行
っ
て
い
て
姫
を
見
つ

け
た
。
光
行
は
そ
れ
以
来
姫
の
こ
と

が
忘
れ
ら
れ
な
く
な
り
、
恋
文
を
送

っ
た
。
姫
も
光
行
の
こ
と
が
好
き
に

な
り
、
光
行
は
夜
な
夜
な
か
よ
う
よ

う
に
な
る
。
こ
れ
が
父
の
庄
司
氏
勝

に
ば
れ
て
し
ま
い
、
氏
勝
は
鵜
田
一

族
を
焼
打
ち
に
し
た
。
姫
は
非
常
に

悲
し
ん
で
淵
に
飛
び
込
ん
で
し
ま
っ

た
。
そ
れ
以
来
こ
の
淵
が
亀
ケ
淵
と

い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

氏
勝
は
改
心
す
る
こ
と
な
く
、
悪
逆

非
道
な
行
な
い
を
し
た
た
め
、
姫
は

＋
‘
丈
も
あ
る
大
蛇
に
化
け
付
近
を
通

る
人
を
食
べ
だ
し
た
。
氏
勝
は
娘
の

亀
千
代
が
大
蛇
に
な
っ
た
と
は
知
ら

な
い
で
、
家
来
を
連
れ
て
退
治
す
る

た
め
に
亀
ヶ
淵
に
向
っ
た
。
皆
ん
な

で
矢
を
射
る
が
、
大
蛇
は
大
水
を
出

し
て
皆
を
押
し
流
し
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
た
め
、
父
親
の
氏
勝
は
死
ん
で

し
ま
っ
た
が
、
家
来
の
中
の
宇
那
提

兄
弟
が
宇
那
提
森
の
木
に
し
が
み
つ
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二号墳頂の「蛇塚」碑

い
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
大
蛇
が
見
つ

け
、
尾
つ
ぼ
で
な
ぎ
倒
し
て
し
ま
っ

た
。
こ
れ
が
因
縁
で
尾
な
で
の
森
と

も
い
う
。
大
蛇
は
大
く
の
矢
を
射
ら

れ
た
の
で
、
最
後
に
は
死
ん
で
し
ま

っ
た
。
村
の
者
た
ち
は
、
大
蛇
を
焼

き
、
灰
や
骨
を
ま
つ
っ
た
の
が
龍
樺

寺
で
あ
り
、
大
蛇
を
ま
つ
っ
た
塚
が

蛇
塚
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
」

と
い
う
内
容
で
あ
り
、
『
作
陽
誌
』

の
内
容
と
大
同
小
異
で
あ
り
ま
す
。

『
作
州
富
川
物
語
』
の
記
さ
れ
た

時
代
は
不
明
で
あ
り
、
元
禄
二
年
編

纂
の
『
作
陽
誌
』
と
の
先
後
関
係
は

定
か
で
あ
り
ま
せ
ん
。
『
作
陽
誌
』

の
記
述
を
も
と
に
、
物
語
風
に
ア
レ

ン
ジ
し
た
の
が
『
作
州
富
川
物
語
』

で
は
な
い
か
と
も
受
け
と
ら
れ
ま
す
、

こ
の
中
の
「
塚
を
築
い
て
大
蛇
を
ま

つ
っ
た
。
そ
の
塚
を
蛇
塚
と
い
う
。
」

と
い
う
内
容
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
塚

は
一
つ
し
か
登
場
し
て
き
ま
せ
ん
。

こ
の
場
合
の
塚
と
は
二
号
墳
か
三
号

墳
の
ど
ち
ら
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

『
作
陽
誌
』
で
は
二
号
墳
と
三
号
墳

の
二
基
が
登
場
し
た
の
に
対
し
、
『

作
州
富
川
物
語
』
で
は
一
基
の
記
述

し
か
な
い
の
が
大
き
な
相
違
点
で
あ

り
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
、
蛇
塚
は
登
場
し

ま
し
た
が
、
胴
塚
、
耳
塚
は
全
く
登

場
し
て
き
ま
せ
ん
。

『
苫
田
郡
誌
』
耳
塚
は
昭
和
二

年
刊
行
の
『
苫
田
郡
誌
』
ま
で
ま
た

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
「
宇
那
提
森
」

の
一
節
の
中
に
記
述
が
あ
り
ま
す
。

記
述
の
内
容
は
『
作
陽
誌
』
と
全
く

同
じ
で
、
ま
ね
た
も
の
と
思
わ
れ
ま

す
。
た
だ
、
最
後
の
「
蛇
塚
と
接
し

て
耳
塚
が
あ
り
、
巨
龍
の
耳
を
埋
め

た
も
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
一
文
だ
け

が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
点
が
異
な

り
ま
す
。
『
作
陽
誌
』
に
記
述
の
な

か
っ
た
巨
龍
の
耳
が
、
こ
こ
に
創
作

さ
れ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

こ
こ
に
三
号
墳
で
あ
る
耳
塚
が
初
め

て
登
場
す
る
わ
け
で
す
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
登
場
し
て
く

る
の
は
、
二
号
墳
、
三
号
墳
の
蛇
塚
、

耳
塚
ば
か
り
で
、
今
だ
一
号
墳
の
胴

塚
は
登
場
し
て
き
ま
せ
ん
。
こ
の
二

つ
の
古
墳
は
い
ず
れ
も
円
墳
で
、
一

目
見
て
塚
と
い
う
印
象
が
あ
り
ま
す
。

巨
大
な
前
方
後
円
墳
で
あ
る
一
号
墳

は
こ
の
段
階
頃
ま
で
は
、
あ
れ
だ
け

大
き
い
も
の
で
す
か
ら
存
在
は
認
め

ら
れ
て
い
た
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、

塚
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
の

で
す
。
と
い
う
の
も
一
号
墳
は
戦
国

時
代
に
は
美
和
山
城
の
土
塁
の
役
割

り
を
果
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
地
元

の
人
は
今
も
「
城
山
」
と
呼
ん
で
い

る
よ
う
に
、
後
円
部
に
接
し
て
東
側
、

前
方
部
に
接
し
て
西
側
に
は
土
塁
跡

が
は
っ
き
り
と
残
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
古
墳
の
認
識
よ
り
も

「
お
城
」
と
し
て
の
認
識
の
方
が
強

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
の
で
す
。

『
岡
山
県
通
史
』
三
年
後
の
昭

和
五
年
刊
行
の
『
岡
山
県
通
史
』
に
、

由
来
に
は
ふ
れ
ら
れ
て
な
い
が
、
よ

う
や
く
、
一
号
墳
で
あ
る
胴
塚
が
登
場

し
、
三
古
墳
が
出
揃
う
こ
と
に
な
る

わ
け
で
す
。
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
前

方
後
円
形
が
意
識
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
計
測
値
も
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
こ
の
中
で
の
耳
塚
の
記
載
は

「
今
破
壊
開
墾
さ
れ
て
畑
と
な
る
。
」

と
な
っ
て
お
り
、
事
実
を
正
確
に
伝

え
て
お
り
ま
せ
ん
。
従
っ
て
、
こ
の

段
階
に
な
っ
て
さ
え
も
、
一
号
墳
で

あ
る
前
方
後
円
墳
と
二
号
墳
か
三
号

墳
の
ど
ち
ら
か
の
円
墳
一
基
し
か
対

象
視
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
り

ま
、
す
。

以
上
、
蛇
塚
、
耳
塚
、
胴
塚
の
出

自
を
み
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
「
蛇

塚
」
は
い
わ
ゆ
る
蛇
塚
伝
説
に
伴
う

二
号
墳
、
三
号
墳
の
総
称
で
あ
り
、

耳
塚
、
胴
塚
と
い
う
名
称
は
蛇
塚
に

付
随
す
る
創
作
名
称
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
よ
く
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
三
好
基

之
、
神
尾
斉
両
氏
に
は
多
大
の
御

教
示
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
文
末
で

は
あ
り
ま
す
が
、
記
し
て
謝
意
を
申

し
上
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

（
行
田
裕
美
）
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第
四
例

天
保
六
年
十
二
月
、
百
姓
亀
蔵
女

房
ふ
さ
死
産
。
ふ
さ
も
死
亡
。
四
ヶ

月
目
の
届
出
も
延
引
に
付
、
亀
蔵
・

組
合
は
追
込
三
日
、
庄
屋
は
叱

貧
困
の
た
め
、
口
く
ら
し
と
し
て

生
れ
た
ば
か
り
の
子
供
を
殺
す
こ
と

を
「
間
引
」
と
い
う
。

津
山
藩
で
は
、
宝
暦
期
か
ら
度
々

禁
止
令
を
出
し
、
懐
妊
者
は
「
四
ケ

月
］
目
に
届
出
る
事
を
義
務
付
、
ま

た
、
出
生
者
に
育
児
手
当
の
仕
給
を

す
る
な
ど
の
対
策
を
お
こ
な
っ
て
お

り
、
天
明
元
年
（
一
七
八
・
一
）
に
出

さ
れ
た
「
赤
子
間
引
取
締
方
申
渡
」

と
、
こ
れ
を
基
本
と
し
て
補
則
し
た

天
保
期
に
出
さ
れ
た
法
令
が
最
も
端

的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
次
の
条
文
は

そ
の
一
例
で
あ
る
。

半
産
又
は
産
所
二
而
出
生
之
子
相

果
、
或
は
死
琳
を
産
候
類
も
有
之

候
ハ
秘
、
当
人
ハ
不
及
申
、
組
合

９
隣
家
委
遂
吟
味
、
不
坪
之
様
子

二
候
得
は
、
当
人
ハ
急
度
省
過
料

可
申
付
候
、
庄
屋
・
組
頭
・
組
合

一
一
も
過
料
、
尤
、
取
計
之
軽
重
一
一

寄
相
懸
ケ
可
申
事

素
人
之
妻
、
出
産
之
赤
子
を
殺
候

も
の
ハ
、
（
中
略
）

牢
舎
十
日
、
妊
身
脱
琳
之
類
は
、

村
内
末
坐
申
付
侯
上
牢
舎
十
日
、

懐
胎
届
延
引
罷
在
候
上
、
難
心
得

不
審
之
ケ
条
有
之
類
は
、
縦
令
出

生
之
赤
子
養
育
罷
在
候
共
牢
舎
十

「
間
引
」

禁
止
の
一
対
策

第
一
例

文
政
七
年
八
月
、
百
姓
兵
吉
女
房

が
死
産
、
大
庄
屋
土
居
太
郎
右
衛
門

宛
に
、
概
略
次
の
よ
う
な
届
出
が
あ

っ
た
。

昨
年
十
一
月
妻
が
妊
娠
し
、
当
年

三
月
に
懐
任
四
ヶ
月
目
の
届
出
、

そ
の
後
大
切
に
養
育
し
て
き
た
が
、

当
月
二
一
日
急
に
腹
痛
を
訴
え
た

た
め
、
早
速
医
師
を
呼
薬
を
与
え

た
。
四
シ
時
分
出
産
し
た
が
、
死

産
で
、
治
療
の
甲
斐
も
な
か
っ
た
。

ま
た
、
妊
婦
に
対
し
て
は
、
懐
妊

中
粗
末
な
取
扱
い
も
な
く
、
己
む

を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
続
い
て
、
兵
吉
隣
家
の
産

所
見
届
人
・
組
合
惣
代
・
組
頭
・
庄

屋
に
よ
る
「
死
産
に
間
違
無
之
旨
」

の
見
分
瞥
が
書
添
ら
れ
て
お
り
、
さ

ら
に
別
添
医
師
の
容
態
書
、
隣
家
見

届
人
や
組
頭
等
次
の
よ
う
な
「
神
文

」
が
添
え
て
あ
る
。

差
上
申
神
文
の
事

私
隣
家
兵
吉
妻
今
二
一
日
朝
六
ッ

時
、
急
腹
痛
之
趣
為
告
知
候
二
付
、

早
速
罷
越
始
終
相
詰
罷
在
候
処
、

頻
に
腹
痛
仕
候
上
四
シ
時
分
、
死

胎
の
女
子
出
産
仕
候
義
相
違
無
御

座
候
。
右
相
違
於
申
上
二
は
、
．

日次
の
事
例
は
、
右
二
条
に
基
づ
い

た
判
伽
”
で
あ
る
。

．
〃
ｆ
ｌ
Ｌ
《
、

第
六
例

天
保
十
二
年
十
二
月
、
百
姓
柳
次

郎
女
房
み
な
出
産
。
産
所
に
て
赤
子

を
殺
す
。
こ
の
た
め
夫
婦
は
一
○
日

の
牢
舎
入
り
、
出
牢
後
は
村
端
に
小

屋
を
懸
、
子
供
と
共
に
住
む
よ
う
命

じ
ら
れ
た
。
ま
た
柳
次
郎
の
兄
と
母

親
も
、
間
引
を
放
任
し
た
罪
に
よ
り

第
三
例

天
保
六
年
十
二
月
、
百
姓
忠
蔵
女

房
つ
れ
流
産
。
粗
末
な
取
扱
い
と
、

流
産
の
不
届
出
に
付
、
追
込
五
日

第
二
例

天
保
六
年
五
月
百
姓
平
左
衛
門

女
房
さ
き
出
産
。
不
届
出
に
付
平
左

衛
門
は
手
鎖
追
込
五
日

第
五
例

天
保
七
年
二
月
、
百
姓
霞
蔵
女
一
房

つ
る
未
熟
児
出
産
、
間
も
な
く
死
亡
。

楚
天
帝
瀞
四
大
天
皇
惣
而
日
本

六
拾
余
州
大
小
神
祇
別
而
氏
之

神
明
可
蒙
罷
御
罰
者
也
依
而
神

文
如
件

□
口
村

兵
吉
妻
産
所

見
届
人
隣
家

文
政
七
甲
申
年
八
月
与
左
衛
門

右
之
通
神
文
ヲ
以
申
上
候
通
少
も

相
違
無
御
座
候
（
以
下
略
）

こ
の
事
例
の
場
合
は
、
何
ら
不
審

な
点
も
な
く
、
各
人
に
答
は
な
か
っ

た
。

四
ケ
月
目
の
届
出
延
引
に
付
、

は
五
日
、
組
合
三
日
の
追
込
、

は
叱

豊蔑

一
○
日
の
牢
舎
入
り
、
村
内
末
座
居

を
申
渡
さ
れ
●
る
。
ま
た
、
組
合
の
者

は
、
取
締
方
忘
却
と
し
て
過
料
銭
三

貫
文
、
追
込
一
○
日
、
庄
屋
は
過
料

銭
壱
貫
文
、
追
込
七
日
、
中
庄
屋
は

追
込
一
○
日
を
そ
れ
ぞ
れ
申
渡
さ
れ

て
い
る
。

間
引
の
実
例
は
こ
の
一
例
の
み
で

あ
る
が
、
前
記
の
事
例
や
、
度
々
出

さ
れ
た
禁
止
令
か
ら
、
当
時
の
実
状

を
相
像
し
得
る
も
の
で
あ
る
。

（
神
尾
害
）



と
い
う
依
命
で
あ
る
。
そ
し
て
、

同
年
一
一
月
一
日
大
磯
使
典
儀
部
長

公
爵
伊
藤
博
邦
よ
り

来
十
二
日
神
宮
皇
霊
殿
神
殿
並
官

園
幣
社
二
勅
使
護
遣
ノ
儀
被
為
行

候
二
付
午
前
九
時
四
十
分
京
都
皇

宮
色
紙
ノ
間
へ
参
集
有
之
度
候

追
テ
服
装
小
濃
服
礎
装
通
常
磯

服
著
用
ノ
事

と
い
う
通
知
を
得
て
い
る
。

受
贈
資
料
に
は
、
こ
の
折
着
用
し

た
礼
服
や
、
藩
政
期
参
勅
道
中
に
使

用
さ
れ
た
具
足
樋
な
ど
興
味
あ
る
資

料
が
含
ま
れ
て
い
る
。

多
胡
家
資
料

多
胡
信
子
氏
（
一
塁
宗
都
世
田
谷
区

）
よ
り
、
陣
羽
織
・
旗
差
物
や
古
文

書
類
八
○
点
余
を
受
贈
致
し
ま
し
た
。

多
胡
家
は
、
藩
政
時
代
東
北
条
郡

綾
部
村
（
津
山
市
綾
部
）
に
居
住
し
、

代
々
大
庄
屋
を
勤
め
て
い
ま
し
た
。

受
贈
資
料
の
大
半
が
古
文
書
類
で
「

郷
中
御
条
目
」
「
綾
部
構
庄
屋
印
鑑

⑤
､aJf7心Q』〆℃』狂｡』』庄回

帳
」
「
綾
部
構
神
社
御
改
帳
」
や
、

旅
人
や
行
倒
で
死
亡
し
た
折
に
見
分

し
、
藩
に
報
告
し
た
書
類
の
控
、
村

民
が
死
産
し
た
折
に
見
分
書
・
医
師

の
診
断
書
な
ど
が
あ
り
、
大
庄
屋
の

職
務
の
一
端
を
知
り
得
る
史
料
が
含

ま
れ
て
い
ま
す
。
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〈
寄
贈
資
料
の

紹
介
〉

黒
田
家
資
料

故
黒
田
英
雄
氏
の
霊
族
婁

都
杉
並
区
）
よ
り
、
一
五
点
余
の
資

料
を
受
贈
致
し
ま
し
た
。
旧
津
山
松

平
藩
士
黒
田
家
の
先
祖
が
着
用
さ
れ

て
い
た
具
足
類
と
、
昭
和
三
年
の
御

大
典
に
際
し
、
氏
が
大
礼
使
参
与
官

に
任
ぜ
ら
れ
た
節
の
筒
で
あ
る
．

故
黒
田
英
雄
氏
は
、
明
治
一
二
年

九
月
津
山
市
田
町
に
生
れ
、
同
三
八

年
衷
暴
帝
国
大
学
を
卒
業
、
大
蔵
省

に
入
り
後
に
大
蔵
次
官
に
就
任
、
昭

和
七
年
貴
族
院
議
員
に
勅
選
さ
れ
て

い
る
。氏

は
、
御
大
典
に
際
し
昭
和
二
年

六
月
大
礼
准
砺
委
員
同
年
一
二
月

に
大
礼
使
参
与
官
に
任
命
さ
れ
た
。
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次
の
辞
令
で
あ
る
。

大
蔵
次
官
黒
田
英
雄

大
濯
使
参
興
官
被
仰
付

昭
和
二
年
一
二
月
三
○
日

内
閣

翌
三
年
一
○
月
三
日
、
大
濯
使
官

一
房
主
任
よ
り

貴
官
ヲ
左
記
大
磯
儀
式
庭
上
参
役

一
一
撰
定
相
成
候
降
御
承
知
相
成
度

記

一
、
即
位
稽
富
日
紫
辰
殿
ノ
儀

Ｉ

再ｴョざ

種q豊浬堅皇

lｉ



｢玉置家文書」

「
久
米
の
更
山
さ
ら
世
帯
よ
り
年

月
次
第
に
長
者
と
な
り
、
美
作
に
か

く
れ
も
な
き
蔵
合
に
立
ち
つ
づ
き
て

人
の
知
ら
ぬ
大
分
限
者
万
屋
と
い
う

者
あ
り
」

「
蔵
合
と
い
え
る
家
は
、
蔵
の
九

つ
持
ち
て
音
園
員
な
れ
ば
、
是
又
国
の

か
ざ
り
ぞ
か
し
」

井
原
西
鶴
が
元
禄
元
年
正
月
（
一

六
八
八
）
に
刊
行
し
た
『
日
本
永
代

蔵
』
巻
五
「
三
匁
五
分
曙
の
か
ね
」

の
中
に
え
が
き
、
蔵
合
を
そ
れ
こ
そ

か
く
れ
も
な
き
‐
丞
晶
豪
と
し
て
、
い

ま
に
ま
で
世
に
知
ら
せ
た
記
事
だ
が

太
宰
治
も
、
こ
の
「
日
本
永
代
蔵
」

を
も
と
に
し
て
「
お
伽
草
紙
」
を
書

き
あ
げ
て
い
る
。

「
む
か
し
美
作
の
国
に
、
蔵
合
と

い
う
名
の
大
長
者
が
あ
っ
て
、
広
い

屋
敷
に
は
立
派
な
蔵
が
九
つ
も
立
ち

並
び
、
蔵
の
中
の
金
銀
、
夜
な
夜
な

叩
き
出
し
て
四
隣
の
国
々
に
隠
れ
な

く
、
美
作
の
国
の
人
た
ち
は
自
分
の

金
で
も
無
い
の
に
蔵
合
の
そ
の
財
産

を
自
慢
し
、
薄
暗
い
居
酒
屋
で
わ
ず

か
の
濁
酒
に
酔
っ
て
は
、

蔵
合
さ
ま
に
及
び
も
な
い
が

せ
め
て
成
り
た
や
万
屋
に

井
原
西
鶴
え
が
く

津
山
の
富
豪
蔵
合
家

と
い
う
卑
屈
の
唄
を
あ
わ
れ
な
ふ
し

で
口
ず
さ
ん
で
淋
し
そ
う
に
笑
い
合

う
の
で
あ
る
。
」

太
宰
治
は
、
小
説
の
中
に
富
豪
蔵

合
を
復
活
さ
せ
て
い
る
が
、
そ
の
実

像
は
、
明
ら
か
で
な
く
、
今
後
の
課

題
と
さ
れ
て
い
る
。

蔵
合
が
津
山
に
居
を
構
え
た
の
は
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言
序
…
…
雲

り
」
な
ど
と
、
蔵
合
に
関
す
る
記
録

が
あ
り
、
ま
ず
間
違
い
な
く
、
院
庄

を
本
拠
に
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

院
庄
は
、
中
世
に
美
作
守
誰
館
も

置
か
れ
、
津
山
に
城
下
町
が
築
か
れ

る
ま
で
、
美
作
で
中
心
的
な
役
割
を

果
し
た
地
域
。
こ
こ
で
努
力
を
つ
ち

か
っ
た
こ
と
は
、
十
分
に
考
え
ら
れ

る
。

ま
た
、
津
山
市
西
寺
町
の
光
厳
寺

は
、
蔵
合
建
立
の
寺
と
い
わ
れ
、
一

族
の
蔵
合
節
子
さ
ん
（
津
山
市
田
町

在
住
）
も
「
光
厳
寺
に
は
、
蔵
合
の

基
地
が
あ
り
ま
す
が
、
む
か
し
蔵
合

が
建
立
し
た
寺
と
聞
か
さ
れ
て
い
ま

す
。
本
堂
の
天
井
や
床
板
の
裏
に
、

蔵
合
と
書
い
て
あ
る
と
、
父
母
が
話

し
て
い
ま
し
た
」
と
い
う
。

津山市西寺町光厳寺蔵合家の墓地

が
我
沿
堰
創
閥
〃
腰
も
供
僻
拠
娠
鷺
喧

鳥全

ち
藤
掛
物
惟
ぃ
貯
″
』
て
煮
呼
八

１
．

－画

一一

＆

2う も
ち
ろ
ん
、
津
山
森
藩
初
代
の
森
患

政
が
城
下
建
設
に
着
手
し
た
と
き
だ

が
、
そ
れ
ま
で
の
本
拠
は
、
院
庄
と

い
わ
れ
て
い
る
。
玉
置
家
文
書
（
津

山
郷
土
館
蔵
）
の
中
に
、
蔵
合
家
由

緒
書
と
も
い
え
る
資
料
が
あ
り
、
そ

の
中
に
「
津
山
が
城
下
に
な
っ
た
の

で
、
院
庄
よ
り
移
っ
た
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。

現
在
、
院
庄
に
蔵
合
屋
敷
跡
、
あ

る
い
は
そ
れ
を
示
す
よ
う
な
伝
え
は

消
え
て
い
る
よ
う
だ
が
、
同
地
の
清

眼
寺
の
過
去
帳
に
「
蔵
合
ふ
る
墓
通

評

Ｆ

産⑤

篭
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作
陽
誌
（
元
禄
四
年
編
）
は
、
清

眼
寺
の
項
に
「
山
名
伊
豆
守
時
代
の

開
基
と
伝
え
る
。
慶
長
年
中
に
住
職

の
秀
照
が
津
山
に
庵
を
設
け
て
清
眼

寺
と
い
っ
た
。
延
宝
二
年
春
（
一
六

七
四
）
に
光
厳
寺
と
改
称
し
た
」
と

記
し
、
蔵
合
に
は
触
れ
て
い
な
い
が

清
眼
寺
と
光
厳
寺
の
つ
な
が
り
を
裏

付
け
る
。

光
厳
寺
に
は
、
蔵
合
建
立
の
伝
え

が
、
い
ま
も
残
る
。
・

菩
台
寺
が
、
院
庄
時
代
は
清
眼
寺

で
あ
り
、
津
山
移
住
後
は
光
厳
寺
。

光
厳
寺
に
は
、
現
在
も
蔵
合
墓
地
が

残
っ
て
い
る
が
、
清
眼
寺
に
は
、
蔵

合
家
と
記
す
は
っ
き
り
し
た
墓
石
が

見
当
た
ら
な
い
。
同
寺
の
墓
地
は
、

新
た
に
整
地
さ
れ
、
以
前
の
形
が
変

わ
っ
て
い
る
た
め
で
も
あ
ろ
う
か
。

院
庄
を
本
拠
に
し
た
と
い
う
直
接

の
資
料
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
見
つ
か

っ
て
い
な
い
が
、
ま
ず
間
違
い
は
あ

る
ま
い
ｐ

津
山
に
移
住
後
の
蔵
合
に
つ
い
て

は
、
玉
置
家
文
書
（
市
郷
土
館
蔵
）

に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
津
山
が
城
下
に
な
っ
た
の
で
、

院
庄
か
ら
当
地
へ
移
っ
た
。
初
代
は

隠
居
秋
庵
孫
左
衛
門
と
い
う
。
二
代

目
は
蔵
合
祐
雪
。
本
名
は
山
口
だ
が

内
記
様
（
森
長
継
）
は
、
蔵
合
、
蔵

合
と
呼
ば
れ
、
内
記
様
の
直
書
に
も

蔵
合
祐
雪
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の

た
め
、
尾
の
文
字
を
と
り
、
蔵
合
と

名
乗
っ
た
。

中
将
様
（
森
忠
政
）
よ
り
、
初
代

孫
左
衛
門
へ
大
年
寄
を
お
お
せ
つ
け

ら
れ
た
節
は
、
二
階
町
を
西
京
町
と

い
っ
た
。
御
書
に
も
、
西
京
町
と
い

っ
た
。
御
書
に
も
、
西
京
町
孫
左
衛

門
と
あ
る
。
後
に
私
方
で
、
二
階
造

り
を
し
て
か
ら
二
階
町
の
町
名
に
な

っ
た
と
、
旧
記
が
記
し
て
い
る
。

三
代
目
は
、
隠
居
名
を
祐
持
孫
左

衛
門
と
い
う
。
内
記
様
か
ら
乗
馬
、

帯
刀
御
免
に
な
っ
た
。
例
年
歳
暮
に

孫
左
衛
門
は
、
枠
と
も
ど
も
登
城
す

る
。

右
の
孫
左
衛
門
の
枠
、
隠
居
名
を

祐
水
と
い
う
。
十
五
歳
で
出
府
、
美

作
守
様
よ
り
二
十
一
歳
の
年
十
二
月

二
十
六
日
に
二
十
人
持
を
加
増
と
な

ｑ
都
合
三
十
人
持
に
な
っ
た
」

津
山
初
代
以
後
、
四
代
ま
で
と
、

津
山
の
屋
敷
が
二
階
町
だ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
ほ
か
、
二
階
町
の
町
名
の

変
遷
、
由
来
が
記
さ
れ
て
い
る
。

い
ま
一
つ
、
や
は
り
郷
土
館
の
松

平
家
文
書
に
「
大
年
寄
、
札
元
お
よ

び
苗
字
帯
刀
門
松
御
免
の
こ
と
」
と

い
う
文
書
が
あ
り
、
そ
の
中
に
蔵
合

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
、

系
譜
の
一
部
が
わ
か
る
。

「
蔵
合
孫
左
衛
門
、
天
保
十
六
年

六
月
二
十
六
日
（
一
八
四
四
、
弘
化

元
年
）
大
年
寄
見
習
、
帯
刀
御
免
。

／
Ｊ
０
４
ｈ
Ｅ

六
人
扶
持
を
下
し
お
か
れ
る
。
た
だ
．

し
御
目
見
え
の
と
き
は
本
役
次
席
。

同
年
六
月
二
十
九
日
に
川
下
の
御

運
上
取
り
立
て
役
に
付
き
、
御
手
当

を
年
銀
五
十
枚
を
下
し
お
か
れ
る
。

嘉
永
二
年
十
二
月
十
六
日
（
一
八

四
九
）
大
年
寄
本
役
と
な
る
。
教
諭

場
懸
同
役
同
様
お
お
せ
付
け
ら
る
。

同
年
十
二
月
二
十
七
日
。
先
名
の

友
五
郎
を
改
名
。
同
日
教
諭
場
懸
、

万
人
構
締
方
同
役
同
様
お
お
せ
付
け

ら
る
。
同
年
八
月
四
日
綿
会
所
懸
を

お
お
せ
付
け
ら
る
。

安
政
四
年
七
月
二
十
八
日
（
一
八

五
七
）
町
方
油
方
懸
・

同
五
年
十
二
月
二
十
一
日
御
用
油

方
を
お
お
せ
付
け
ら
る
。
た
だ
し
慶

応
三
年
四
月
十
一
日
（
一
八
七
六
）

近
年
本
役
が
格
別
に
御
用
が
多
く
、

願
い
の
通
り
御
免
。

万
延
二
年
正
月
十
三
日
（
一
八
六

一
、
文
久
元
年
）
御
勘
定
所
御
貸
付

取
立
扱
方
。

元
治
元
年
八
月
九
日
（
一
八
六
四
）

宿
屋
懸
。

同
年
三
月
二
十
九
日
市
中
監
察
役

勤
務
中
は
帯
刀
御
免
。

同
年
六
月
二
十
五
日
病
気
、
願
い

付
き
役
御
免
」

ま
た
、
玉
置
家
が
所
蔵
す
る
文
書

の
中
に
も
、
蔵
合
家
に
つ
い
て
記
録

が
あ
り
、
こ
れ
も
か
な
り
詳
し
い
。

「
元
録
十
三
年
五
月
九
日
（
一
七

○
○
）
松
平
宣
富
、
油
屋
孫
右
衛
門

笹
屋
九
良
左
衛
門
を
以
て
御
代
官
に

請
い
、
允
許
と
な
り
、
こ
れ
を
発
行

（
藩
札
）
す
。

蔵
合
孫
左
衛
門
こ
の
節
家
屋
敷
を

明
渡
し
、
美
野
職
人
町
持
ち
家
大
工

忠
治
郎
方
へ
引
趣
し
、
ま
た
三
町
目

浜
野
屋
隠
宅
借
受
け
引
越
し
て
い
た

が
、
御
代
官
守
屋
助
治
良
殿
よ
り
最

早
旧
宅
へ
帰
っ
て
も
よ
い
と
申
し
付

け
ら
れ
た
の
で
、
孫
左
衛
門
と
改
め

二
階
町
の
屋
敷
へ
帰
住
し
た
。

札
元
役

蔵
合
弥
三
右
衛
門
正
次

三
代
目
蔵
合
孫
左
衛
門
正
次
。

三
代
目
孫
左
衛
門
や
親
族
阿
賀
屋

弥
三
良
直
良
を
養
子
と
な
す
。

元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
大
年
寄
・

を
願
い
に
よ
り
御
免
。

同
十
三
年
五
月
九
日
（
一
七
○
○
）

に
札
元
を
お
お
せ
付
け
ら
る
。

宝
永
五
年
正
月
二
十
五
日
（
一
七

○
八
）
銀
札
発
行
停
止
に
付
き
免
ぜ

ら
れ
る
。

元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
弥
三
右

衛
門
改
名
。
同
十
三
年
三
月
（
一
七

○
○
）
孫
左
衛
門
と
改
名
。

宝
永
七
年
（
一
七
一
○
）
大
年
寄

役
。

享
保
十
五
年
九
月
（
一
七
三
○
）

札
元
を
お
お
せ
付
け
ら
る
。

延
享
四
年
三
月
（
一
七
四
七
）
老

年
に
な
り
、
勤
め
が
出
来
難
く
願
い

．
』
‐
ｌ
魁

付
き
免
ぜ
ら
る
。
即
日
太
郎
兵
衛
隠

居
。

四
代
目
蔵
合
千
兵
衛
守
良

延
享
四
年
五
月
七
日
（
一
七
四
七
）

札
元
役
。

寛
延
二
年
三
月
十
八
日
（
一
七
四

九
）
大
年
寄
役
。
即
日
孫
左
衛
門
と

改
名
。宝

暦
十
年
三
月
（
一
七
六
○
）
願

い
に
付
き
、
札
元
を
免
ぜ
ら
れ
る
。
」

こ
の
蔵
合
家
系
に
直
接
関
連
す
る

の
が
、
光
厳
寺
の
墓
だ
が
、
こ
れ
に

は
次
の
よ
う
に
刻
ま
れ
て
い
る
。

「
天
和
元
年
（
一
六
一
七
）
十
一

月
二
十
三
日
、
真
性
祐
持
禅
定
門
霊

位
。
蔵
合
太
郎
兵
衛
」

「
寛
永
十
七
年
（
一
六
四
○
）
正

月
二
十
六
日
、
真
観
妙
林
信
女
霊
、

自
寛
永
十
七
年
（
一
六
四
○
）
至
元

禄
二
年
（
一
六
八
九
）
五
十
回
忌
」

「
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）
五
月

十
二
日
、
夏
林
妙
桂
禅
定
尼
霊
」

「
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
七
月

七
日
、
連
翁
祐
説
信
士
霊
、
自
承
応

三
年
（
一
六
五
四
）
至
元
禄
十
六
年

（
一
七
○
三
）
五
十
回
忌
」

「
寛
永
六
年
（
一
六
六
六
）
正
月

七
日
、
春
？
妙
幻
禅
定
？
霊
位
」

「
明
治
五
年
二
月
二
日
・
蔵
合
孫

左
衛
門
直
義
・
四
十
歳
、
明
治
十
二

年
一
月
十
五
日
・
妻
タ
カ
・
四
十
六

歳
・
明
治
十
三
年
三
月
二
十
七
日
。

マ
ツ
・
蔵
△
眉
義
母
・
六
十
九
歳
」



所
蔵
す
る
時
宗
総
本
山
・
遊
行
寺
の

遊
行
上
人
一
法
が
、
蔵
合
家
に
泊
ま

っ
た
お
礼
に
書
い
た
歌
は
、
蔵
合
直

良
の
名
前
が
あ
り
、
こ
の
三
代
目
の

と
き
と
思
わ
れ
る
。

◆
四
代
目
は
、
延
享
四
年
（
一
七
．

四
七
）
に
後
を
継
い
だ
千
兵
衛
守
良

と
い
い
、
隠
居
後
は
祐
水
と
い
う
。

こ
の
時
代
に
三
十
人
扶
持
に
な
っ
た
。

◆
幕
末
、
最
後
の
大
年
寄
に
な
っ

た
の
は
、
蔵
合
孫
左
衛
門
直
義
。
嘉

永
二
年
十
二
月
十
八
日
（
一
八
四
九
）

に
大
年
寄
○
友
五
郎
の
名
を
孫
左
衛

門
と
改
名
。
元
治
元
年
六
月
二
十
五

日
に
病
気
の
た
め
、
願
い
出
て
大
年

寄
役
を
退
い
て
い
る
。

光
厳
寺
に
あ
る
「
明
治
五
年
二
月

二
日
、
蔵
合
孫
左
衛
門
直
義
、
四
十

歳
」
と
あ
る
の
が
、
こ
の
人
の
墓
で

あ
り
、
明
治
四
年
の
資
料
に
は
「
父

隠
居
・
蔵
合
孫
三
郎
・
天
保
四
年
十

月
六
日
生
。
三
十
九
歳
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。

資
料
か
ら
う
か
が
え
る
蔵
合
家
だ

が
、
全
容
は
い
ま
の
と
こ
ろ
明
ら
か

に
で
き
な
い
。
今
後
、
ど
の
程
度
ま

で
資
料
で
発
見
さ
れ
る
か
に
か
か
っ

て
い
る
が
、
森
藩
初
期
か
ら
明
治
に

い
た
る
ま
で
、
藩
治
政
と
深
い
か
か

わ
り
を
持
っ
て
い
た
だ
け
に
解
明
が

待
た
れ
る
。

（
小
谷
善
守
）

郷土館案内

こ
の
ほ
か
、
明
治
四
年
の
蔵
合
家

に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
録
（
市
郷

土
館
蔵
）
も
残
っ
て
い
る
。

当
時
の
蔵
合
の
家
族
に
つ
い
て
だ

が
、
同
居
を
含
め
て
七
人
家
族
だ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

◆
八
七
六
番
屋
敷
居
住
◆
父
・
商

蔵
合
孫
三
郎
◆
商
・
蔵
合
富
治
郎
・

嘉
永
六
年
三
月
二
十
日
生
・
十
九
歳

◆
祖
母
・
末
川
・
文
化
八
年
十
二
月

二
十
八
日
生
・
六
十
一
歳
・
藩
州
三

か
月
県
岡
保
荒
之
助
長
女
◆
父
隠
居

蔵
合
孫
三
郎
・
天
保
四
年
十
月
六
日

生
・
三
十
九
歳
◆
母
。
た
つ
・
天
保

五
年
四
月
七
日
生
・
三
十
八
歳
・
羽

出
村
伊
丹
源
治
郎
二
女
◆
孫
三
郎
次

男
・
弟
・
友
五
郎
・
安
政
三
年
八
月

四
日
生
。
十
七
歳
◆
孫
三
郎
長
女
・

妹
・
美
津
・
安
政
六
年
十
二
月
十
七

日
生
・
十
三
歳
◆
同
居
・
商
・
山
口

良
吉
・
文
化
十
一
年
十
一
月
十
六
日

生
・
五
十
八
歳
・
父
・
農
・
備
前
邑

久
郡
上
阿
知
村
柴
田
武
八
亡
。

蔵
合
の
屋
敷
が
二
階
町
だ
っ
た
こ

と
は
、
文
書
か
ら
も
明
ら
か
だ
が
、

元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
の
「
津
山

家
数
役
付
惣
町
改
帳
」
（
市
郷
土
館

蔵
）
の
「
二
階
町
」
に
◆
蔵
合
孫
左

衛
門
ｌ
表
口
調
間
、
奥
行
Ⅳ
間
と
あ

り
、
天
明
期
と
い
わ
れ
る
「
津
山
城

下
町
絵
図
」
（
二
階
町
・
福
井
静
江

さ
ん
所
蔵
、
西
寺
町
・
服
部
定
山
さ

ん
調
査
）
に
は
◆
蔵
合
孫
左
衛
門
Ｉ

表
口
皿
間
、
奥
行
Ⅳ
間
と
あ
る
。

「
改
帳
」
と
「
絵
図
」
か
ら
み
る

蔵
合
は
、
現
在
の
二
階
町
西
側
の
日

専
連
ビ
ル
の
角
か
ら
美
作
印
刷
、
津

山
郵
便
局
東
入
り
口
に
か
け
、
表
口

羽
間
（
四
一
・
四
海
）
で
、
西
裏
を

元
魚
町
と
接
し
、
Ⅳ
間
（
三
○
・
六

海
）
の
奥
行
を
持
つ
屋
敷
を
構
え
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

約
一
二
六
六
平
方
海
（
約
三
八
三

坪
）
の
広
さ
だ
が
、
元
禄
時
に
は
、

津
山
城
下
で
最
大
。

以
上
が
蔵
合
に
つ
い
て
残
る
資
料

だ
が
、
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

◆
院
庄
時
代
の
蔵
合
に
つ
い
て
は

明
ら
か
で
な
い
。
今
後
、
資
料
の
発

見
が
待
た
れ
る
。

◆
本
名
は
山
口
と
い
い
、
屋
号
が

蔵
合
屋
。
後
に
蔵
合
と
改
め
た
。

◆
津
山
に
移
っ
た
の
は
、
森
忠
政

の
城
下
建
設
が
始
ま
っ
た
と
き
と
思

わ
れ
る
が
、
は
っ
き
り
し
た
年
月
は

わ
か
ら
な
い
。

◆
津
山
時
代
の
初
代
は
、
隠
居
名

を
秋
庵
孫
左
衛
門
と
い
う
。
光
厳
寺

で
初
代
の
墓
は
見
当
た
ら
な
い
。

◆
初
代
孫
左
衛
門
は
、
森
忠
政
か

ら
大
年
寄
に
任
命
。
以
後
、
松
平
藩

時
代
も
大
年
寄
、
札
元
を
勤
め
た
。

◆
森
忠
政
時
代
の
二
階
町
は
、
西

京
町
と
い
っ
た
。
後
に
蔵
合
が
二
階

屋
を
建
て
た
こ
と
か
ら
二
階
町
と
い

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

◆
二
代
目
は
、
蔵
合
祐
雪
。
二
代

藩
主
・
森
長
継
（
寛
永
十
一
年
～
延

宝
二
年
）
の
時
代
。
こ
の
と
き
に
蔵

合
屋
か
ら
蔵
合
と
改
名
。

光
厳
寺
に
あ
る
墓
の
中
で
「
承
応

三
年
（
一
六
五
四
）
七
月
七
日
、
連

翁
祐
説
信
士
霊
」
が
二
代
目
と
思
わ

れ
る
。◆

三
代
は
、
隠
居
名
を
祐
持
孫
左

衛
門
。
親
族
の
阿
賀
屋
か
ら
養
子
に

入
り
、
も
と
の
名
を
弥
三
良
直
良
。

後
に
弥
三
右
衛
門
正
次
、
孫
左
衛
門

正
次
と
改
名
。
隠
居
後
は
太
郎
兵
衛

と
も
い
う
。

”
元
禄
十
三
年
（
一
七
○
○
）
に
孫

左
衛
門
と
改
名
し
て
い
る
の
か
ら
み

て
、
こ
の
と
き
に
三
代
目
を
継
い
だ

と
思
わ
れ
る
。
延
享
四
年
三
月
（
一

七
四
七
）
に
隠
居
。

こ
の
三
代
目
が
、
美
作
俳
譜
史
の

研
究
家
・
池
田
土
城
さ
ん
（
苫
田
郡

鏡
野
町
）
が
「
美
作
俳
譜
温
古
」
の

中
に
取
り
上
げ
て
い
る
俳
人
・
蔵
合

推
柳
と
思
わ
れ
る
。
・

光
厳
寺
に
「
天
和
元
年
（
一
六
八

一
）
十
一
月
二
十
三
日
、
真
性
祐
持

禅
定
門
霊
位
、
蔵
合
太
郎
兵
衛
」
と

刻
ま
れ
る
墓
が
あ
り
、
祐
持
の
名
前

は
一
致
す
る
が
、
年
代
が
食
い
違
い

三
代
目
の
墓
か
、
ど
う
か
、
疑
問
が

あ
る
。ま

た
、
一
族
の
蔵
合
節
子
さ
ん
が

③

発
行
部
数
五
○
○
部

価
格
未
定

「
美
作
国
津
山

家
数
役
付

惣
町
堅
横

関
貫
橋

改
帳
」

近
刊
案
内


